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第 3次永平寺町保健計画（健康増進計画・自殺対策計画）策定業務仕様書 

 

1.業務名 

第 3次永平寺町保健計画（健康増進計画・自殺対策計画）策定業務 

 

2.業務の期間 

契約締結日の翌日から令和８年 3 月 1３ 日まで 

 

３．業務目的 

  国や福井県の動向、永平寺町の健康等に関する状況を的確に把握し、将来を展望して健康増進法

第 8条第2項に基づく「永平寺町健康増進計画」、自殺対策基本法第 13条第 2項及び自殺総合対

策大綱に基づく「永平寺町自殺対策計画」について、計画の検証に基づく見直しを行い、新たに第 3

次永平寺町保健計画（健康増進計画・自殺対策計画）策定する。 

 

４. 委託業務の内容 

(1)基礎的な地域データ及び資料の整理・分析 

1）現行計画の進捗状況の把握、評価、分析を行う。 

２）基本的資料と発注者が提供するデータの整理・分析を行う。本町の特徴や傾向、課題を把握

するため、発注者が保有するデータ等から分析を行う。分析作業には必要な全国・県・他自治体

等の数値や関係計画等は必要に応じて受注者が最新のものを収集しておくこと。 

３）本町が実施したアンケート調査等についても、整理や分析等を行い、その結果を計画に反映

させること。 

（２）課題の整理や抽出 

基礎的な地域データや庁内外の関係課及び関係機関に対する調査などの結果から、施策を実施

するうえで、の課題を整理し、地域特性に着目しながら重点課題抽出等を行う。 

（３）施策の提案 

国・県の施策をお呼び永平寺町の関連計画の整合性を図ったうえで、町の課題を改善するための

施策を提案する。 

（４）事業をおよび検証可能な評価指標の設定 

町の施策を踏まえて、既存事業及び新たな事業を検討し、検証可能な評価指標設定を行う。 



 

 

（５）計画骨子案・素案の作成 

 上記の作業工程から得られた結果を踏まえて本計画の基本課題や施策の方向性を整理し、今後の

重点課題をと施策の目標・体系・推進体制等を取りまとめた計画骨子案、計画素案の作成を行う。 

（６）パブリックコメントの実施支援 

 計画素案についてのパブリックコメントを町が実施するに亜当たり、実施方法やとりまとめ支援を

行うとともに、提出された意見について、内容の整理・回答案の作成支援を行う。 

（７）策定会議支援 

 計画案の作成に当たり、受注者は、町が開催する会議にアドバイザーとして必要に応じて出席する

こととし、事前の会議資料作成、会議後の議事録作成等、これらの運営支援を行い、審議結果をその

後の作業に反映させること。 

（８）計画書及び概要版の作成・印刷 

５．成果品のとおり 

 

５．成果品 

(１)事務作業報告品 

1)会議録電子データ 

２）各種調査報告電子データ 

 

(２)計画書および概要版 

 第３次永平寺町保健計画書（健康増進計画・自殺対策計画） 

（A4判、１００頁程度、カラー刷）５0部及び電子データ 

第３次永平寺町保健計画書（健康増進計画・自殺対策計画）（概要版） 

（A4判、８頁程度、カラー刷） １00部及び電子データ 

 

６．その他 

・本仕様書に記載されている事項は、本町と受注者が十分に協議を行い、追加及び変更することが

できる。 

・当該計画に係る事項について、今後新たな方針が国及び県から示されるなど状況が変化した場合

には、受注者と協議の上、本内容を変更することができる。 

・受注者は、業務に関る打合せを適時実施し、会議録を作成すること。 



 

 

・町は、業務の遂行上必要な資料で、町が所有している提供可能な資料については貸与する。この場

合、受注者は業務が完了したときに、速やかに返却するものとする。その他、業務遂行期間内に生じ

た質疑、問題点等についてはその都度打合せを行い、迅速に対応すること。 

・個人情報保護法、各省庁が作成した個人情報に関するガイドライン、町個人情報保護条例を遵守し、

基礎調査、アンケート調査等のため町が提供した個人情報について、受注者は本業務以外に使用し

ないものとし、目的外に使用しないものとし、第三者に提供してはならない。 

・本業務で知り得た情報や町が提供した資料については、目的外に使用し、外部へ漏洩してはならな

い。 

・著作権、肖像権を侵害しないこと。 

・印刷物等については、著作権は町に帰属するものとする。 



業務価格 円
円

消費税等相当額 円

当初 変更

課　長

工　　事　　概　　要

課長補佐 課員

業　務　設　計　書

町　長 副町長 検　算 設　計参　事

業　務　費

永平寺町 町内一円

第3次永平寺町保健計画

業務名 第3次永平寺町保健計画（健康増進計画・自殺対策計画）策定業務

業務箇所

（健康増進計画・自殺対策計画）策定業務一式



業務費内訳

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 単　　　　　　価金　　　　　　額 備　　　　　　考

直接業務費      

  直　接　人　件　費 1.0 式

直　接　経　費 1.0 式

　計画書印刷 50.0 部

　概要版印刷 100.0 部

  電子データー 1.0 式

  交通費 6.0 人

  材料費 1.0 式

間接経費

　諸経費 1.0 式

業務価格計

消費税等相当額  

業務費          



従事技術者 技師(A) 技師（B） 技師（C） 技術員 摘要

作業工程 59,600 48,500 40,300 36,100

第3次永平寺町保健計画（健康増進計画・自殺対策計画）策定業務　第　1　号　代価表

現 状 分 析 ・ 課 題 整 理

金 額



従事技術者 技師長 主任技師 技師（B） 技術員

作業工程 59,600 48,500 40,300 36,100 摘要

第3次永平寺町保健計画（健康増進計画・自殺対策計画）策定業務　第　2　号　代価表

方 向 性 の 検 討 ・ 数 値 目 標 の 設 定

金 額



従事技術者 技師長 主任技師 技師（B） 技術員

作業工程 59,600 48,500 40,300 36,100 摘要

金 額

第3次永平寺町保健計画（健康増進計画・自殺対策計画）策定業務

計 画 素 案 の 作 成

　第　3　号　代価表



従事技術者 技師長 主任技師 技師（B） 技術員

作業工程 59,600 48,500 40,300 36,100 摘要

会 議 等 運 営 支 援 （ ４ 回 程 度 想 定 ）

金 額

第3次永平寺町保健計画（健康増進計画・自殺対策計画）策定業務　第　4　号　代価表



従事技術者 技師長 主任技師 技師（B） 技術員

作業工程 59,600 48,500 40,300 36,100 摘要

　第　5　号　代価表

金 額

第3次永平寺町保健計画（健康増進計画・自殺対策計画）策定業務

パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 実 施 支 援



従事技術者 技師長 主任技師 技師（B） 技術員

作業工程 59,600 48,500 40,300 36,100 摘要

　第　6　号　代価表

成 果 品 の 作 成

金 額

第3次永平寺町保健計画（健康増進計画・自殺対策計画）策定業務



従事技術者 技師長 主任技師 技師（B） 技術員

作業工程 59,600 48,500 40,300 36,100 摘要

　第　7　号　代価表

打 合 せ 等

金 額

第3次永平寺町保健計画（健康増進計画・自殺対策計画）策定業務


